一関市狩猟者確保対策事業費補助金交付要綱
平成30年３月31日
告示第92号
改正　令和元年７月23日告示第231号
改正　令和２年11月20日告示第394号
　改正　令和４年３月30日告示第120号
　　　　　　　改正　令和５年３月31日告示第121号
（目的）
第１　有害鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者を確保し、有害鳥獣による農作物被害及び人的被害を防止するため、第一種銃猟免許及び猟銃の所持許可又はわな猟免許を新規に取得する際に必要となる経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則（平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。）及びこの告示により補助金を交付する。
（補助金の交付対象者）
第２　補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴　第一種銃猟免許及び猟銃の所持許可又はわな猟免許を新規に取得しようとする
者
⑵　市内の猟友会に入会している者又は入会が見込まれる者（補助金を申請する日の属する年度の翌年度の末日までに市内の猟友会に入会する者に限る。）
 ⑶　市の有害鳥獣対策事業に従事しようとする者
（補助金の対象経費及び補助金の額）
第３　補助金の対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
	区分
	補助金の対象経費
	補助金の額

	第一種銃猟免許及び猟銃の所持許可を新規に取得する者
	取得するために必要な講習の受講料、免許の取得料その他取得に必要な経費
	当該経費の10分の10以内の額とし、90,000円を限度とする。

	
	猟銃並びに猟銃及び装弾の保管庫の購入経費
	当該経費の２分の１以内の額とし、100,000円を限度とする。

	わな猟免許を新規に取得する者
	取得するために必要な講習の受講料、免許の取得料その他取得に必要な経費
	当該経費の10分の10以内の額とし、14,000円を限度とする。


（補助事業に要する経費の配分及び内容の変更）
第４　規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する市長が定める軽微な変更は、補助金の交付額の変更を伴わない変更とする。
（申請の取下げ期日）
第５　規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
（提出書類及び提出期日）
第６　規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
（補則）
第７　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文　抄
平成30年４月１日から施行する。
改正文(令和元年７月31日告示第231号抄)
令和元年８月１日から施行する。
改正文(令和２年11月20日告示第394号抄)
令和２年12月１日から施行する。
改正文(令和４年３月30日告示第120号抄)
令和４年４月１日から施行する。
改正文(令和５年３月31日告示第　 号抄)
令和５年４月１日から施行する。
別表（第５関係）
	条項
	提出書類及び添付資料
	様式
	提出期限

	規則第４条の規定による書類
	１　狩猟者確保対策事業費補助金交付申請書
２　事業計画書
３　その他市長が必要と認める書類
	様式第１号
様式第２号
	別に定める。

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定による書類
	１　狩猟者確保対策事業変更（中止）承認申請書
２　その他市長が必要と認める書類
	様式第３号

	別に定める。

	規則第13条の規定による書類
	１　狩猟者確保対策事業費補助金交付請求書
２　事業完了報告書
３　猟友会員であることの証明書又は猟友会加入見込通知書
４　狩猟免状の写し
５　講習の受講料、狩猟免許の取得料、猟銃等の購入費用その他取得に必要な経費の領収書の写し
	様式第４号
様式第５号
様式第６号
様式第７号
	別に定める。


様式第１号（別表関係）
年　　月　　日　
　一関市長　　　　　　　　　　様
　住所　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　
狩猟者確保対策事業費補助金交付申請書
　　　　年度において狩猟者確保対策事業を実施したいので、一関市補助金交付規則により、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。
補助金交付申請額　　　金　　　　　　　　　　円
様式第２号（別表関係）
事業計画書
１　取得する狩猟免許の種別　　
第一種銃猟免許　・　わな猟免許
２　免許取得予定年月日　　　　　　　
　　年　　月　　日
３　免許の取得に必要な経費の内訳
	区　分
	経　費
	内　容
	金　額
	備　考

	第一種銃猟免許及び猟銃の所持許可
を新規に取得する者
	免許及び許可の
取得に要する経費
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	計
	円
	

	
	猟銃、保管庫
購入
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	計
	円
	

	わな猟免許を新規に取得する者
	免許の取得に要する経費
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	
	円
	

	
	
	計
	円
	

	合計
	円
	


４　添付書類
　　免許の取得に必要な経費の額が分かる書類、要綱等
　　購入する猟銃等の金額がわかる書類（カタログの写し、見積書等）
様式第３号(別表関係)
年　　月　　日
　一関市長　　　　　　　　　　　様
住　　所
氏　　名　　　　　　　　　　　　
　
狩猟者確保対策事業変更（中止）承認申請書
　　　　年　　月　　日付け一関市指令　　第　　号で補助金の交付の決定の通知があった狩猟者確保対策事業費補助金について、次のとおり変更(中止)したいので、関係書類を添えて承認を申請します。
記
１　変更(中止)の理由
　　
２　変更(中止)の内容
　　
３　変更後の補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　円
４　添付書類　
⑴　事業計画書（様式第２号。変更後の内容を記載したもの）
⑵　その他変更の内容がわかる書類
様式第４号（別表関係）
年　　月　　日　
　一関市長　　　　　　　　　　様
　住所　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　
狩猟者確保対策事業費補助金請求書
　　　　　　年　　月　　日付け一関市指令　　第　　号で補助金交付決定の通知があった狩猟者確保対策事業が完了したので、一関市補助金交付規則により、関係書類を添えて、次のとおり補助金を請求します。
記
１　補助金請求額　　　　　金　　　　　　　　円
　補助金交付決定額　　　金　　　　　　　　円
２　補助金の振込先
	金融機関名

	
	支店名

	

	(フリガナ)
口座名義
	

	口座番号

	普通　

	


様式第５号（別表関係）
事業完了報告書
１　取得した狩猟免許の種別
第一種銃猟免許・わな猟免許
２　免許取得等年月日
　　　　年　　月　　日　　
３　経費
　　
	区　分
	経費
	内　容
	金　額
	支払日
	備　考

	第一種銃猟免許及び猟銃の所持許可
を新規に取得する者
	免許及び許可の取得に要する経費
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	計
	円
	
	

	
	猟銃、保管庫購入
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	計
	円
	
	

	わな猟免許を新規に取得
する者
	免許の取得に要する経費
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	
	円
	
	

	
	
	計
	円
	
	

	合計
	円
	
	


４　添付書類
⑴　猟友会員であることの証明書（様式第６号）又は猟友会加入見込通知書（様式第　　 ７号）※　様式第７号を提出して補助金交付を受けた者は、猟友会入会後速やかに様　　　式第６号を市に提出してください。
⑵　取得した狩猟免状の写し
⑶　講習の受講料、狩猟免許の取得料、猟銃等の購入費用その他取得に必要な経費の
領収書の写し
様式第６号（別表関係）
　年　月　日
一関市長　　　　　様
猟友会名
代表者氏名　　　　　　　　　　
（ 西磐 ・ 東磐 ）猟友会員であることの証明書
下記の者について、（ 西磐・東磐 ）猟友会員であることを証明します。
記
	住　　所
	一関市

	氏　　名
	

	生年月日
	年　　　　月　　　　日

	入会年月日
	年　　　　月　　　　日

	所持免許
	第一種銃猟　・　第二種銃猟　・　わな猟　・　網猟


様式第７号（別表関係）
　年　月　日
一関市長　　　　　様
猟友会名
代表者氏名　　　　　　　　　　
猟友会加入見込通知書
年　月　日に、下記の者から当猟友会への加入の意向が示されたことから、当猟友会員になることが見込まれることを通知します。
記
	住　　所
	一関市

	氏　　名
	

	生年月日
	年　　　　月　　　　日

	入会予定年月日
	年　　　　月　　　　日

	所持免許
	第一種銃猟　・　第二種銃猟　・　わな猟　・　網猟


2

